
 

 本市の都市計画道路は、令和４年 3月末現在 28路線、 

26,500m が決定されております。その整備延長は

18,485mとなっています。 
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を除き整備済みとなっています。 



 

公園・緑地は、子供の遊び場やレクリエーショ

ンの場となるとともに、災害時の避難一時集合場

所となります。また、都市景観の構成要素として

の役割を持っています。 

 公園・緑地は、その機能や規模により公園の種

別が分かれており、本市ではこのうち街区・近隣・

歴史・地区公園、都市緑地と５種類５７か所の都

市公園が令和４年３月末現在、整備されています

(暫定解放含む)。 

 街区公園は、徒歩で歩ける範囲に住んでいる

人々の利用を目的に設置する小規模な公園で、公

園の中で最も多く３３か所が整備されています。 

 近隣公園は、街区公園よりやや広い範囲の人々

の利用を考慮した、比較的規模の大きい公園で、

４か所整備されています。 

見市運動公園やびん沼自然公園を含め、16 か所 

 歴史公園は、史跡や名勝など文化財を広く利用

できるよう設置するもので、本市には水子貝塚公

園と難波田城公園の２か所が整備されています。 

 都市緑地は、主に都市の自然環境の保全や都市

景観の向上を図るためにも設けるもので、富士見

市運用公園やびん沼自然公園を含め、１７か所整

備されています。 

 なお、本市では、公園以外に雑木林や社寺林な

ど貴重な緑を、保存樹林・緑の散歩道・市民緑地

として保全しています。 

 保存樹林は１４か所、約３．６ｈａ、緑の散歩

道は２か所、約０．４ｈａ、市民緑地は４か所、

約１．９ｈａであり都市化が進む中で市民のオア

シスとなっています。 
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手し 、令和３ 年度末現 在の処理 面積は     

１０５９．７９ha、普及率は約 98.6％となって

います。 

なお、本市の下水（汚水）は、荒川右岸流域下

水道により、新河岸川水循環センター（和光市）

で処理しています。 

入間東部広域斎場（約 4.38ｈａ）は富士見市の

南畑地区に都市計画決定され、入間東部地区事務

組合により火葬場・斎場の整備が行われ、入間東

部広域斎場しののめの里として、平成２０年６月

に供用開始しています。 
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６．ごみ焼却・ごみ処理場 

 本市は、志木地区衛生組合（富士見市、志木市

及び新座市の 3 市で構成する一部事務組合）に 

より、ごみの処理を行っています。現在は日量

180ｔの処理能力をもつ富士見環境センターで

焼却又は分別リサイクル処理を行っています。 

 

７．し尿処理場 

 

８．火葬場・斎場 

 

 本市は、その処理を入間東部地区事務組合（富

士見市、ふじみ野市及び三芳町で構成する一部事

務組合）の浄化センター（ふじみ野市）で行って

います。 

入間東部広域斎場しののめの里 
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